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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 総括 

個人情報ファイルの名称 戸籍・附票ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 身分関係を登録し、公証する 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍・国籍、６住民
票コード、７親族・続柄、８婚姻関係 

記録範囲 
市に本籍を有する者及び本籍を有していた者、戸籍届書を提出

する者 

記録情報の収集方法 本人、他市町村、住民基本台帳システム、戸籍総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 総括 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関す

る事務処理の基礎とする 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４電話番号、 
５生年月日・年齢、６住所、７本籍・国籍、８個人番号、 
９住民票コード、１０家族状況、１１親族・続柄、１２婚姻歴 

記録範囲 市の住民基本台帳に登録がある者及び登録があった者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、他市町村 ほか 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 総括 

個人情報ファイルの名称 住基ネットファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

市町村間の住民基本台帳ネットワークにより住民票記載のた

めの通知を電気通信回線を通じて送受信することにより住民

の利便性の向上や事務の効率化を図る 

記録項目 

１氏名、２性別、３電話番号、４生年月日、５住所、 
６本籍・国籍、７個人番号、８住民票コード、９家族状況、 
１０親族・続柄、１１婚姻歴 

記録範囲 市の住民基本台帳に登録がある者 

記録情報の収集方法 本人、他市町村 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



4 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 市民係 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑の登録及び証明書の交付を行う 

記録項目 

１整理番号（印鑑登録番号）、２氏名、３性別、４生年月日 
５住所、６印影 

記録範囲 
市の住民基本台帳に登録がある者（満 15 歳未満の者及び意思

能力を有しない者は除く。）のうち印鑑登録をする者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 市民係 

個人情報ファイルの名称 埋火葬許可管理ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 埋火葬の許可申請を受付け、審査し、許可証を交付する 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍・国籍、 
６親族・続柄 

記録範囲 死体（胎）埋火葬許可申請者 

記録情報の収集方法 
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者、住民基本台帳システム、

戸籍総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 市民係 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険資格台帳 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険の資格異動（取得・喪失）を管理し、被保険者証

の交付・回収を行う 

記録項目 

１整理番号（保険証番号）、２氏名、３性別、 
４生年月日・年齢、５住所、６世帯主名、７資格得喪履歴 

記録範囲 
市の国民健康保険の被保険者資格を有する者及び有していた

者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 市民係 

個人情報ファイルの名称 退職被保険者資格台帳 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
退職被保険者の条件に該当する者を調査し、資格取得手続を行

うとともに 65 歳到達者の資格喪失手続を行う（経過措置） 

記録項目 

１整理番号（保険証番号）、２氏名、３性別、 
４生年月日・年齢、５住所、６世帯主名 

記録範囲 
市の国民健康保険の被保険者資格を有する者のうち退職被保

険者及びその被扶養者である者 

記録情報の収集方法 本人、香川県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 市民係 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳カード管理ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
身分証明書としてまた公的人認証サービスの格納媒体として

交付した住基カードを管理する 

記録項目 

１住民票コード、２氏名、３性別、４生年月日、５住所 

記録範囲 住民基本台帳カードについて届出を行った者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 市民係 

個人情報ファイルの名称 公的個人認証連携ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
インターネット等のオンライン手続きにおける本人確認手段

である電子署名を提供する 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、 
６本籍・国籍、７個人番号 

記録範囲 公的個人認証サービス利用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



10 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 市民係 

個人情報ファイルの名称 本人通知制度管理名簿 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 本人通知制度登録者への証明書等交付通知事務を行うため 

記録項目 

登録者情報 

１識別番号、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６本籍、

７登録年月日、８電話番号、９住民コード、１０申請状況 

記録範囲 本人通知制度登録者 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、戸籍シ

ステム（本籍情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



11 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 記録係 

個人情報ファイルの名称 通知カード状況管理ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
通知カードについて、各種届出・申請を受付・審査し、処理を

行う 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、 
６個人番号 

記録範囲 通知カードについて届出を行った者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



12 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 記録係 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード管理ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人番号カードの交付・更新及び利用及び個人番号カードにつ
いて各種届出・申請を受付・審査し、処理を行う 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、 
６個人番号 

記録範囲 個人番号カードについて交付・届出・申請を行った者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



13 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 国民年金係 

個人情報ファイルの名称 国民年金被保険者資格管理ファイル 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

国民年金の資格取得、喪失、死亡、種別変更、住所異動、氏名
変更等の資格異動を受付し、電算処理をした後、届出書類を日
本年金機構へ送付する。 
免除・猶予及び学生納付特例の申請を受付し、所得情報を確認
する。法定免除の受付及び該当者のへの勧奨を行う。未納者対
策として、所得状況を年金機構に提供する。 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３性別、４電話番号、５生年月日・年齢、 
６住所、７本籍・国籍、８所得・収入、９公的扶助受給 

記録範囲 

市内の住民基本台帳に登録がある国民年金 1号被保険者 

免除・納付猶予・学生納付特例・継続審査の申請者、配偶者、

及び世帯主。法定免除該当者 

記録情報の収集方法 本人、年金事務所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



14 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】市民課 市民相談係 

個人情報ファイルの名称 免許証自主返納支援申請受付簿 

行政機関等の名称 善通寺市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 
運転免許証を自主返納した方に対して、タクシー利用券を交付

する 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３電話番号、４生年月日・年齢、 
５住所、６申請年月日、７交付年月日 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）善通寺市市民生活部市民課 

（所在地）〒765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


